
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加協力店舗取扱いマニュアル 

商品券利用期間 

令和５年９月１日～令和５年１１月３０日 

岬  町 
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商 品 券 名 称 働く世代応援商品券 

発 行 総 額 総額 4,000 万円 

発 行 冊 数 総数 8,000 冊（１冊 5,000 円分 500 円券×１０枚） 

利 用 期 間 令和５年９月１日（金）～令和５年１１月３０日（木） 
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１．ステッカー及びポスターの掲出のお願い 

  働く世代応援商品券参加協力店舗の皆様へステッカー及びポスターを配布します。 

店頭など、お客様によくわかる場所に貼ってください。 

 

《取扱店舗ステッカー》       《取扱店舗ポスター》 

 

 

２．お客様トラブルについて 

  お客様とのトラブルは、各店舗等にてご対応をお願いいたします。 

※お困りの場合は、以下までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加協力店舗の皆様へ 運営にあたってのお願い 

働く世代応援商品券に関するお問い合わせ 

岬町役場 産業観光促進課 

電話：０７２－４９２－２７４９ 

受付時間：平日 ９：００～１７：３０ 

Ｅメール：sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp 
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《商品券表面》 

 

 

 

 

 

 

《商品券裏面》 

 

 

 

 

 

 

《表   紙》 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品券の取扱いについて お客様（利用者）への対応① 

① お客様から綴りのまま商品券を受け取ってください。 

② お釣りは出ませんのでご注意ください。 

③ 不足分は現金等で受け取ってください。 

 見  本 

見  本 

見  本 
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※お釣りは出ませんので、額面以上の商品お買い上げをお勧めください。 

不足分は現金等で受け取りください。受け取った商品券裏面に店舗印を必ず捺印ください。 

受取済商品券に疑わしい点がある場合は、「岬町役場 産業観光促進課」までご連絡ください。 

商品券の取扱いについて お客様（利用者）への対応② 

 

商品券（本券）裏面に「店舗印」捺印がないことを確認してください。 

Check 

1 

商品券半券がミシン目で切り取 

られていないか確認してくださ

い。 

Check 

２ 

偽造防止ラインが 

あるか確認してくださ

い。 

Check 

３ 

お客様がお持ちの商品券は、使用でき

ない旨を伝え、受取らないでくださ

い。 

捺印が

ない 
捺印が

ある 

 つながっている 

 
本券・半券が揃わない 

また、番号が一致しない 

 切り離されている 

商品券の本券と半券が揃

っていることを確認し、

裏面に印字されている番

号が同一であることを確

認してください。 
 

本券・半券の数、 

番号印字が 

一致する 

ライン

がある 

商品券を受け取ってください。 

ラインが 

ない 

お客様がお持ちの商品券は、使用でき

ない旨を伝え、受取らないでくださ

い。 
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商品券取扱いについて③ 

半券（店舗控片） 本券（換金請求用） 

ミシン目 

換金請求時に切り離

し、店舗で半券を保管

してください。 

本券・半券双方に同一の 

番号（下８桁）が印字されています 

ミシン目 

商品購入時に店舗で 

冊子から切り離してくださ

い。 

取扱店舗印 

この枠内に店舗印を捺印してくださ

い。 

店舗印がない場合は店舗名を署名して

ください 

見  本 

偽造防止ラインが

あるか確認してく

ださい。 

本券をもって請求いただくことになります、請求ま

で大切に保管してください。また、切り離した半券

は、精算完了まで大切に保管してください。 

00000000000000 0 

00000000 
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商品券の精算について① 

①使用済み商品券 

②換金請求書（２枚綴り） 

③換金専用封筒 

見 本 見 本 
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商品券の精算について② 

② 

①使用済み商品券の裏面の店舗印を確認してください。 

精算手順 

必ずこの位置に店舗印が押されているか確認してくださ

い。 

（店舗印がない場合は店舗名を署名してください。） 

※店舗印が押されていない商品券は無効となりますので 

ご注意ください。 

切り離した半券は、精算完了まで大切に 

保管してください。 

本券に不備がある場合等、確認の際に 

必要となります。 

②「換金請求書」に必要事項を記入してください。 

２枚目は複写となります。 

 押印のうえご提出ください。 
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全項目について、空欄なくご記入ください。 

③ ①で店舗印を確認した「使用済み商品券」を輪ゴムで束ねてください。 

また、併せて②の「換金請求書（２枚目だけ）」を同封してください。 

 

 

①使用済み商品券（店舗印捺印

済） 

輪ゴム 

④ ③でセットした「換金請求書」と「使用済み商品券」を「専用封筒」

に入れてください。 

 

 

③で、輪ゴムで束ねた「換

金請求書」と「使用済み商

品券」を封入。 

 

封入後は、封筒の折り目から折り

たたみ、必ず、糊付けなど開封で

きないようにしてください。 

②換金請求書（２枚目）を同封してください。 
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※指定期日の持込みが困難な場合は「働く世代応援商品券担当」へご相談ください。  

⑤ 指定期日に岬町の商品券担当窓口にお持込みください。 
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商品券換金請求書記入例（１枚目）※取扱店店舗控 
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商品券換金請求書記入例（２枚目）※封筒封入用 
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商品券換金請求専用封筒記入例 
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〇使用済み商品券を入れた換金専用封筒を、下記の指定期日に「換金窓口（岬町役場第２庁舎１

階会議室内）」に持ち込んでください。 

〇指定期日に持ち込むことができない場合は、事前に「岬町役場産業観光促進課」にご相談 

ください。 

〇持込み時間は、9：３0～17：０0 となります。 

商品券持込日 支払い予定日 

令和５年９月２１日（木） 令和５年１０月４日（水） 

１０月１０日（火） １０月２４日（火） 

１０月３０日（月） １１月１４日（火） 

１１月１４日（火） １１月２９日（水） 

１１月３０日（木） １２月１４日（木） 

１２月１４日（木）      １２月２７日（水） 

 

 

 

〇店舗様の費用負担はありませんが、最終請求回以外のお支払いは、原則として１万円以上の請

求額に対してお支払いをさせていただきます。最終請求日以外の請求額が１万円未満の場合

は、請求合計金額が１万円以上となったとき、もしくは最終支払日（令和５年１２月２７日予

定）に全額をまとめてお支払いさせていただきます。 

お支払いについて 
最終請求回以外は、原則１万円以上の請求額

への支払いとさせていただきます。※１ 

  ※１請求額が１万円未満での支払いを希望される場合は、岬町役場産業観光促進課まで 

ご相談ください。 

 

 

 

商品券の精算について③ 

換金専用封筒持込日 

支払い条件 
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～ 必ずお読みください ～ 

○商品券は商品の売買や、サービス（役務）の利用において使用できます。 

従って、商品券と現金の交換・売買は禁止されています。 

 また、つり銭は出さないでください。 

 

○商品券で以下のものは利用対象になりません。 

（1）出資や金融商品 

（2）債務の支払い（振込手数料、電気・ガス・水道料金等） 

（3）有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード

等の換金性の高いもの 

（4）たばこ事業法（昭和 59 年法律第 68 号）第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこ 

（5）当せん金付証票法（昭和 23 年法律第 144 号）第 2 条に規定する当せん金付証票 

（6）競馬法（昭和 23 年法律第 158 号）第 6 条に規定する勝馬投票券 

（7）モーターボート競走法（昭和 26 年法律第 242 号）第 10 条に規定する舟券 

（8）自転車競技法（昭和 23 年法律第 209 号）第 8 条に規定する車券 

（9）小型自動車競走法（昭和 25 年法律第 208 号）第 12 条に規定する勝車投票券 

（10）スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成 10 年法律第 63 号）第 2 条に規定する

スポーツ振興投票券 

（11）事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等 

（12）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

（13）土地、家屋購入、家賃・地代、駐車料（一時預りを除く。）等の不動産に関わる支払い 

（14）会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和 5 年 11

月 30 日を超えるもの 

（15）現金との換金、金融機関への預け入れ 

（16）電子マネーへの入金 

（17）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2

条に該当する営業において提供される役務 

（18）国や地方公共団体への支払い（税金、国民健康保険料、介護保険料等） 

※上記の禁止行為、利用対象にならないものによる商品券の利用が発覚すれば、損害賠償、 

商品券取扱い注意事項 
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登録の取消し、換金の拒否その他の処分が生じる場合があります。 

○本マニュアル記載の注意事項をよく読み、使用される商品券が偽造されたもの

でないか確認してください。 

「偽造防止ラインがない」「色合いが明らかに違う」など偽造された商品券と判別できる場合

は、警察に通報するとともに、「岬町役場産業観光促進課」まで連絡ください。 

 

○商品券は裏面の取扱店舗印が押されているものは使えません。 

利用時に、裏面に取扱店舗印が押されているものは無効です。確認のうえ、使用できない旨

をお客様へお伝えください。 

 

○有効期間（令和５年９月 1日～令和５年１１月３０日まで）を過ぎた商品券は

利用できません。 

 利用できないことをお客様にお伝えください。 
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商品券については、1 冊あたり 10 枚綴り 5,000 円分となっておりますが、使用にあたっ

ては上限を設けていません。そのため、１度に何冊もまとめて使用される場合があります。 

偽造防止ライン、色合いなどにより商品券が偽造でないか十分確認してください。 

 

 

 

 

お客様に表紙の綴りを提示いただき、双方の確認をお願いします。綴りが持込まれない場合

は、商品券の光沢や色合い、店舗控えの半券の有無、裏面の取扱店舗印が押されていないこ

とを確認し、ご利用いただいてください。 

 

 

 

 

商品券の本券裏面に取扱店舗印が押されていないこと、本券と半券の番号が一致しているこ

とを確認し、ご利用いただいてください。 

半券がない場合はご利用いただけませんので、お客様にその旨お伝えください。 

 

 

 

 

お客様に、最終ページに記載の「岬町役場産業観光促進課」へ連絡するようにお伝えくださ

い。 

対応例「こんな場合、どう対応するか？」 

商品券の受け取り 

多額の商品券が使用される場合 
Ｑ 1 

商品券が表紙の綴りから切り離されて持ち込まれた場合 
Ｑ ２ 

商品券の店舗控えの半券が切り離されている場合、半券がない場合 
Ｑ ３ 

お客様が誤ってき損した商品券を持参された場合 
Ｑ ４ 
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新しい専用封筒でやり直してください。 

 

 

 

 

専用封筒、換金請求書などは、各 ４ 部用意しています。紛失または不足の場合は、最終

ページに記載の「岬町役場産業観光促進課」へ連絡ください。 

 

 

 

 

商品券を紛失した場合は、精算することはできません。本券、または半券のいずれかが残さ

れている場合は、最終ページに記載の「岬町役場産業観光促進課」へ連絡ください。 

 

 

 

 

指定日に持ち込めない場合は、「岬町役場産業観光促進課」に事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

精算について 

一度、商品券を専用封筒に入れて封緘したが、入れ忘れがあった場合 
Ｑ ５ 

専用封筒、換金請求書などを紛失、又は使い切ってしまった場合 
Ｑ ６ 

商品券を紛失してしまった場合 
Ｑ ７ 

指定日に岬町役場の商品券担当窓口へ専用封筒を持ち込めない場合 
Ｑ ８ 
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受付時間 
月～金曜日  ９：００～１７：３０ 

※土・日・祝日は受付けておりません 

所 在 地 
〒５９９－０３９２ 岬町深日２０００番地の１   

岬町役場産業観光促進課 

Ｔ Ｅ Ｌ 

 

０７２－４９２－２７４９（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

０７２－４９２－５４２２ 

Ｅ－mail 

 

sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp 

 

 

 

 

 

働く世代応援商品券の使用に関するお問合せ先 


